
柴田町農村環境改善センター規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和６年６月２５日 

 

柴田町長  滝 口   茂   

 

柴田町規則第１１号 

 

柴田町農村環境改善センター規則の一部を改正する規則 

柴田町農村環境改善センター規則（昭和５８年柴田町規則第１号）の一部を次のように改

正する。 

改  正  後 改  正  前 

 

（使用の許可） 

第３条 （略） 

２ 前項の許可を受けた者（以下「使用者」と

いう。）は、センターを使用するときは、前

項の使用許可書を携帯し、職員の要求があっ

たときは、提示しなければならない。 

 

様式第１号 別記１ 

様式第２号 別記３ 

様式第３号 別記５ 

 

（使用の許可） 

第３条 （略） 

２ 前項の許可を受けた者（以下「使用者」と

いう。）は、センターを使用するときは、前

項の使用許可書を職員に提示しなければな

らない。 

 

様式第１号 別記２ 

様式第２号 別記４ 

様式第３号 別記６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記１（改正後） 

様式第１号(第２条関係) 
 

  

※使用料 ☐無料 
 ☐有料 

納付書No. 

 

円

 

柴田町農村環境改善センター使用許可申請書 

 

柴田町教育委員会 殿 

 年 月 日 

申請者（団体名 ） 

住所 

氏名 

電話 （ ） 

下記のとおり申請します。 

 
使用日時 

年 月 日 時 分～ 年 月 日 時 分 

年 月 日 時 分～ 年 月 日 時 分 

年 月 日 時 分～ 年 月 日 時 分 

年 月 日 時 分～ 年 月 日 時 分 

 

使用責任者 
住所  電話 （ ） 

氏名 入場予定 
人数 

人

使用目的
及び内容 

 

 
 

使用室名 

使用室 ※使用料 使用室 ※使用料
入場料
の徴収 

無 
有 円 ☐多目的ホール 円 ☐生活改善実習室 円

☐農事研修室 円 ☐小会議室 円
 

減免等
特記事項 

減免 有・無 
（ ％） 
 町内・町外 

☐料理実習室 円
  

 

 

使用備品 

使用備品 数量 使用備品 数量

☐拡声装置  ☐椅子  

☐マイク  ☐スポーツ用具( )  

☐会議用立机  ☐ヒーター・扇風機  

☐会議用座机    

※
使
用
料 

各室使用料 設備使用料 冷暖房量 減免金額 ガス使用量 納入金額

 
 

円 

 
 

円 

 
 

円

 
 

円

(実費)  
 

円円 

※その他 
の行為 

物品の販売 
許可 ・ 不許可 

物品の陳列 
許可 ・ 不許可 

飲食物の提供 
許可 ・ 不許可 

寄付金の募集  
許可 ・ 不許可 

その他 
（ ）

 

記入上の注意 

1.  ※印のある欄は、記入しないでください。 
2.  使用目的及び内容は、具体的に記入してください。 
3.  使用室、使用備品の☐にレ印を記入してください。 

4.  その他、該当する箇所に記入してください。 

 



別記２（改正前） 

様式第1号(第4条関係) 

決

裁 

班員 
副館長 

(班長) 
館長 課長 

  

※使用料□無料 

    □有料 

納付書No. 

 

 

円

    

 

柴田町農村環境改善センター使用許可申請書 

 

 柴田教育委員会 殿 

 

  年  月  日 

 

申請者  住所                    

氏名                 

電話       (  )          

 

 下記のとおり、使用したいので許可されますよう申請します。 

使 用 日 時 
自      年  月  日  午前(後)  時  分 

至      年  月  日  午前(後)  時  分 

使 用 責 任 者 

住所 

電話   (  )       

氏名 参集予定人

数 
名

使 用 目 的 

(具体的に) 

  
内 訳

男  名 

女  名 

使 用 す る 室 名 

 

該当の箇所に○

印を付けてくだ

さい。 

・多目的ホール ・生活改善実習室 

入 場 料の

徴 収

有(内容   ) 

無 

減 免 等特

記 事 項

 

・農事研修室 ・小会議室 

・料理実習室 
 

使 用 す る 備 品 

備 品 名 数量 備 品 名 数 量 

・拡声装置  ・1人用椅子  

・マイク  ・ガステーブル  

・会議用立机    

・会議用座机 
 

 
 

※
使
用
料 

各室使用料 設備使用料 冷暖房料 減免金額 電気ガス料 納 入 金 額 

円 円 円 円
(実費) 

円
円

その他の

行 為 

物 品 の 販 売 

・許可・不許可 

物 品 の 陳 列

・許可・不許可

飲食物の提供

・許可・不許可

寄附金の募集

・許可・不許可

そ の 他 

［     ］ 

記入注意 

 1 ※印のある欄は、記入しないでください。 

 2 使用目的は、具体的に記入してください。 

 3 使用する室名、備品には、該当する箇所に○印を付けてください。 

 



別記３（改正後） 

様式第２号(第３条関係) 
 

  
※使用料 ☐無料 
 ☐有料 

納付書No. 

 

円

 

柴田町農村環境改善センター使用許可書 

 
 年 月 日 

申請者（団体名 ） 

住所 

氏名 

電話 （ ）  

下記のとおり許可します。 

 
使用日時 

年 月 日 時 分～ 年 月 日 時 分 

年 月 日 時 分～ 年 月 日 時 分 

年 月 日 時 分～ 年 月 日 時 分 

年 月 日 時 分～ 年 月 日 時 分 

 

使用責任者 
住所   電話 （ ） 

氏名 入場予定 
人数 人

使用目的
及び内容 

 

 
 

使用室名 

使用室 ※使用料 使用室 ※使用料
入場料  
の徴収 

無 

有 円 ☐多目的ホール 円 ☐生活改善実習室 円

☐農事研修室 円 ☐小会議室 円
 

減免等
特記事項 

減免 有・無 
（ ％） 
 町内・町外 

☐料理実習室 円
  

 

 
使用備品 

使用備品 数量 使用備品 数量

☐拡声装置 
 

☐椅子 
 

☐マイク 
 

☐スポーツ用具( ) 
 

☐会議用立机 
 

☐ヒーター・扇風機 
 

☐会議用座机 
   

※

使

用

料 

各室使用料 設備使用料 冷暖房量 減免金額 ガス使用量 納入金額 

 
 

円 

 
 

円 

 
 

円

 
 

円

(実費)  
 

円円

※その他
の行為 

物品の販売 
許可 ・ 不許可 

物品の陳列 
許可 ・ 不許可 

飲食物の提供   
許可 ・ 不許可 

寄付金の募集 
許可 ・ 不許可 

その他 
（ ）

 

守るべき事項 
1. 公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。 

2. 施設又は設備を棄損しないこと。           年 月 日 

3. 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し又は転貸しないこと。 

4. 現状を変更し、又は使用目的以外に使用しないこと。 

5. 使用後は整理整頓・清掃をすること。 
6. 使用する際にはこの許可証を持参すること。

7. その他、職員の指示にしたがうこと。  
柴田町教育委員会 印 

※ 災害時等で町が緊急に使用する場合、許可を取消すことがあります。  

 



別記４（改正前） 

様式第2号(第5条関係) 

  ※使用料□無料 

    □有料 

納付書No. 

円

 

柴田町農村環境改善センター使用許可書 

 

  年  月  日 

 

                                              申請者  住所           

氏名           様     

電話  ( )             

 下記のとおり、使用を許可します。 

使 用 日 時 
自      年  月  日  午前(後)  時  分 

至      年  月  日  午前(後)  時  分 

使 用 責 任 者 

住所 

電話   (  )       

氏名 参集予定人

数 
名

使 用 目 的 

(具体的に) 

 
内 訳

男  名 

女  名 

使 用 す る 室 名 

 

該当の箇所に○

印を付けてくだ

さい。 

・多目的ホール ・生活改善実習室 

入 場 料の

徴 収

有(内容   ) 

無 

減 免 等特

記 事 項

 

・農事研修室 ・小会議室 

・料理実習室 
 

使 用 す る 備 品 

備 品 名 数量 備 品 名 数 量 

・拡声装置  ・1人用椅子  

・マイク  ・ガステーブル  

・会議用立机    

・会議用座机 
 

 
 

※
使
用
料 

各室使用料 設備使用料 冷暖房料 減免金額 電気ガス料 納 入 金 額 

円 円 円 円
(実費) 

円
円

その他の

行 為 

物 品 の 販 売 

・許可・不許可 

物 品 の 陳 列

・許可・不許可

飲食物の提供

・許可・不許可

寄附金の募集

・許可・不許可

そ の 他 

［     ］ 

1 守るべき事項 

 (1) 公の秩序又は善良の風俗に反せざること。 

 (2) 施設又は設備を棄損しないこと。 

 (3) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。 

 (4) 現状を変更し、又は使用目的以外に使用しないこと。 

 (5) その他職員の指示に従うこと。 

2 許可の条件 

  年  月  日 

柴田町教育委員会 印 

 (1) 町が緊急に使用する場合、許可を取り消すことがあります。 

 (2) 使用後は整理整とんをしてください。  



別記５（改正後） 

様式第３号（第５条関係） 

 

柴田町農村環境改善センター使用料還付申請書 

 

   年   月   日      

 

    柴田町教育委員会  殿 

 

申請者 住所                

氏名                

電話    (  )         

 

    柴田町農村環境改善センター規則第5条の規定に基づき、下記の理由により柴田町農村環境改善センターの 

使用料の還付を申請します。 

 

返

還

理

由 

使 用 許 可 年 月 日   年  月  日 許 可 番 号 第     号 

使 用 予 定 年 月 日 年  月  日～  年  月  日 

変更(取消し)年月日 年  月  日～  年  月  日 

理       由 
  

使 用 料 既 納 金 額 ①                         円 

還  付  対  象  金  額 ②                         円 

還  付  金   額 ②                         円 

実 使 用 料 金 額 ①－②                       円 

 



別記６（改正前） 

様式第3号(第5条関係) 

  

決

裁 

班 員 
副館長 

(班長) 
館 長 課 長 

 

還
付
書
No. 

  

        

 

柴田町農村環境改善センター使用料還付申請書 

 

 

  年  月  日 

 

 

 柴田町教育委員会 殿 

 

 

申請者 住所            

氏名          印 

電話    (  )     

 

 

 柴田町農村環境改善センター規則第5条の規定に基づき、下記の理由により柴田町農村環境改善センターの使用

料を還付されるよう申請します。 

 

記 

許 可 の 年 月 日 及 び 番 号         年  月  日 第    号 

還付を受けようとする金額                   円 

還付を受けようとする理由 
  

※調 定 額                   円 

※減 免 額                   円 

※減 免 後 の 金 額                   円 

(注) ※印欄は記入しないこと。 

 



附 則 

この規則は、令和６年７月１日から施行する。 
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